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補助金の概要補助金の概要補助金の概要
　
・補助を受けることができる者
　　集落の振興、活性化を図るため、地区又は住民の組織する共同体及び個人
・補助を受けることができる地域
　　市街化区域を除くいの町全域
　対象となる事業は下表のとおりです。
　事　業　種　目 事　  業　  内　  容 補助率 補助対象事業費

生産利用施設 モノレール設置及び動力車交換 １／３  ５００千円 ～２，０００千円

道路整備 私道を含むすべての道路（幅員の規定なし）の
 新設、改修、舗装その他の道路付属施設 １／３

 
 １００千円 ～５，０００千円

道路災害 私道を含むすべての道路（幅員の規定なし）の
 復旧  １／２

 
 ２００千円 ～３，０００千円

農業用、用排水路災害 用水路・排水路及び頭首工の復旧 １／２  １００千円 ～３，０００千円

農地災害 農地の復旧 １／２  １００千円 ～　 ４００千円

せまち直し ３アール（３畝）以上の農地のせまち直し １／３  １００千円 ～３，０００千円

見積りに係る費用、用地費、補償費、調査設計費、登記費用については対象外とする。


